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電波利用料制度の主な改正経緯

施行年 改正の概要

平成5年度
・電波利用料制度の導入
- 使途は「電波監視」、「総合無線局監理ﾌｧｲﾙの作成・管理」、「その他（無線局全体の受益を直接の目的として行う事務）」
- 料額は電波監視に係る費用は均等に、総合無線局管理ﾌｧｲﾙに係る費用は使用する情報量に応じて按分することで設定

平成8年度
・料額改定
・使途に「技術試験事務」を追加

平成13年度
・使途に「特定周波数変更対策業務」を追加
（平成15年度から平成22年までの間、経費の一部（約30億円/年）をテレビ放送局が負担）

平成16年度 ・使途に「特定周波数終了対策業務」を追加

平成17年度

・料額改定
- 電波の経済的価値（使用する周波数幅等）に応じて負担する考え方を導入（広域専用電波の制度の導入）
- 国民の生命財産、身体の安全及び財産の保護に寄与する無線局等の電波利用料を軽減する措置（特性係数）を導入（テレビ
放送には特性係数とは別の負担軽減措置を適用）

・使途に「電波資源拡大のための研究開発」、「携帯電話等エリア整備事業」を追加

平成20年度

・料額改定
- 電波の経済的価値に応じて負担する部分を拡大
- テレビ放送の負担額を増やすこととし、他の無線局と同様に電波の経済的価値に応じて料額を設定（ただし、特性係数を適用
し、1/4に軽減）

・使途に「国際標準化に関する連絡調整事務」、「地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送移行対策関連業務（中継局、共聴設備のﾃﾞｼﾞﾀﾙ

化、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ混信への対応、視聴者相談体制の整備）」、「電波に関するﾘﾃﾗｼｰの向上のために行う事務」を追加
・使途のうち「その他（無線局全体の受益を直接の目的として行う事務）」を改め、使途を全て限定列挙

平成21年度
・電波利用料のコンビニエンスストア等での支払いを可能とする制度の導入
・使途に「低所得世帯への地デジチューナー等の支援」を追加

平成23年度
・料額改定
- 電波の経済的価値に応じて負担する部分を拡大（「特性係数」は維持）

平成23年度 ・使途に時限措置として「東北３県におけるアナログ放送の延長期間の運用経費助成業務」を追加 1



平成17年度における改正の概要

２ 改正の概要

１ 使途の拡充

（１） デジタルディバイド対策の積極的推進（携帯電話等エリア整備事業の追加）

携帯電話などの無線通信を利用できない地域において必要最小の空中線電力を用いてこれらの無線通信を利
用できるようにするための伝送路設備整備の補助金を使途として追加

（２） 電波資源拡大のための研究開発の充実

電波のより能率的な利用に資する技術に関する研究開発を使途として追加

２ 料額算定方式の見直し

電波の経済的価値の勘案と電波利用料負担の公平性確保

１ 改正の理由

（「電波法及び放送法の一部を改正する法律案」提案理由から）

有限かつ希少な電波を、大胆かつ迅速に、成長が期待される無線ビジネスに開放する「電波開放戦略」の一
層の推進を図るため、電波の有効利用の観点から、電波利用料の負担の在り方を見直して電波の経済的価
値に係る諸要素を勘案した料額を定めると共に、国民が携帯電話などの無線システムを、いつでもどこでも利
用できる環境を積極的に整備等する。

• 電波利用料を、無線局の区分に応じ、使用する電波の周波数及び周波数の幅、設置場所等に従い細分して定める
• 広範囲の地域において同一の者が開設する無線局に専ら使用させることを目的とした広域専用電波を使用する免

許人は、その周波数の幅等を勘案して算定される電波利用料を納めることとする
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電波利用料の使途拡大に関する考え方

「中間とりまとめ」より

電波利用料の活用の方向性について検討するに当たっては、このような電波が果たす役割の重要性を考慮しつつ、
同時に、電波利用料が、電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に
要する費用を、その受益者である無線局免許人が公平に負担するものであるという現行制度の趣旨を十分に踏まえる
ことが必要である。

○ 昨今、スマートフォンの急速な普及等により、周波数のひっ迫が深刻化していることを踏まえると、周波数の有効利用や
移行等に一層強力に取り組み、他の無線システムに割当可能な周波数を生み出すことや、追加的な周波数割当を回避
することにより、周波数のひっ迫状況を迅速に緩和する対策の必要性が高まっている。

○ 電波は、需要に応じて分配又は再分配されるべき有限希少な資源であることから、周波数のひっ迫は、それがある時
点では一部の周波数帯において起こっているものであるとしても、結局、無線局全体にその影響が及ぶものであるため、
このような周波数のひっ迫対策は、電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体に共通の利益をもたらすものである。

○ また、電波利用料の使途について検討する場合には、平成１７年の電波法改正により、携帯電話等エリア整備事業、
電波資源拡大のための研究開発を新たに使途に追加した際の考え方に留意する必要がある。

○ これらを踏まえ、周波数のひっ迫の迅速な緩和又は防止を目的とする対策については、電波利用料を活用することに
より、より一層強力に進めていくことが必要ではないか。

○ この場合、第8回検討会で示した要件及び議論の内容を踏まえると、既存のスキームに加え、新たな使途に電波利用
料を活用する要件について、以下のように整理出来ないか。

使途の検討の視点

【要件】 電波利用料を活用した研究開発や技術試験事務により開発された技術など、電波のより一層の有効利用に資
する技術を活用した無線システムの導入を加速化させることにより周波数のひっ迫対策を強化する取組を電波
利用料を活用して支援する。
ただし、電波利用料を活用するのは、
① 周波数を移行・集約し、当該無線システムが使用する周波数幅が狭くなることにより、将来的に他の用途に新

たに利用できる帯域の確保に資する場合であって、 かつ、
② 国民生活における必要性や公共性が高い場合であって、周波数のひっ迫対策として効果が明確であるにもか

かわらず、地理的な問題や財政的な問題により自力で取り組むことが困難な場合
に限定すべき。

○ また、現行料額が平成25年度まで適用されること、無線局免許人等から追加的な負担増に関する懸念等が表明され
ていることを踏まえ、予算規模等については、無線局免許人に対する影響について配慮しつつ検討すべきではないか。
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１ 国際標準化、国際展開の一層の推進

国際標準化、国際展開の一層の推進、電波利用環境の整備等

２ 電波利用環境の整備の推進

３ 支出効率化、制度の枠組み等

• 標準化の前段階、後段階を含めたワイヤレス分野の国際標準化活動（ITU-R、IEEE等）への継続的な参画への対応
のため、旅費等の活動支援を行う仕組みの充実等、現行の国際標準化連絡調整事務を充実強化すべきではないか。

• 研究開発等の成果の普及の加速化を図ると共に、無線システムの国際標準化や国際展開を促進する観点からも、テ
ストベッド等による実証試験を有効に活用していくべきではないか。また、その際には、知的財産権の確保に一層留意
すべきではないか。

• 国民生活に急速に普及しつつあるスマートフォン等の無線システムについて、安心・安全な利用環境の確保、使い勝手
の向上の観点にも配慮しつつ、適切な使用方法やセキュリティ対策等についての国民のリテラシーの一層の向上や周知・
広報を図ることは、利用者のより安心・安全かつ快適な電波利用に資すると共に、トラヒックのオフロードによる周波数の
ひっ迫の緩和により、電波の適正な利用を通じ無線局全体の受益に資するものであり、電波利用料を活用して推進すべ
きではないか。

（１） リテラシー向上に向けた取組

（２） 漏洩電波等への対策

• 電子機器からの漏洩電波等を起因とする無線通信への妨害等に対する対応に当たり、発生状況を調査し、その原因を
特定することは、複雑化・多様化する妨害事例の解明やその防止に資すると共に、当事者間における妨害の迅速な解消
による良好な電波利用環境の整備に資するものであることから、電波利用料を活用して着実に実施すべきではないか。

• 電波利用料の更なる支出の効率化を図るため、事務の実施状況の公表等について国民により分かり易い形での情
報提供を図っていくと共に、行政事業レビューや、研究開発の実施における評価等の取組について、より認知度を
高めるなど、更に充実させていくべきではないか。
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